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として当然のことでしょう。し

かし、業務を担っている社員の

モチベーションが下がり、働く

環境が悪くなってしまっては何

にもなりません。 

コストのかけ方や経費の使い

方だけが社員のモチベーション

に繋がるものではありません

が、今の厳しい時代、「切り詰め

るべきもの」と「お金をかける

べきもの」をきちんと見極め、

社員のやる気をアップさせるよ

うな「お金の使い方」が求めら

れるのではないでしょうか。 

 

 

平成 22 年度における 

年金額は？ 
 

◆来年度も据置き 
厚生労働省は、１月下旬に平

成22年度の年金額を発表しまし

た。年金額は平成 22 年度も据置

きとなり、老齢基礎年金は、満

額の場合は１人月額 6 万 6,008

円、厚生年金は、夫婦２人分の

老齢基礎年金を含む標準的な年

金額として月額 23万 2,592円と

なっています。 

なお、厚生年金については、

夫が平均的収入（平均標準報酬

が 36 万円）で 40 年間就業し、

妻がその期間すべてにおいて専

業主婦であった世帯の給付水準

です。 

◆「本来水準」と「特例水準」 

法律上、本来想定している年

金額（本来水準）は、物価や賃

金の上昇・下落に応じて増額・

減額がなされるというルールで

す。しかし現在、実際に支給さ

れている年金は、物価下落時に

年金額を据え置いた（物価スライ

ド特例措置）経緯から、特例的に、

本来よりも高い水準（特例水準）

で支払われています。 

特例水準の年金額は、物価が上

昇しても据え置かれる一方、物価

が直近の年金額改定のベースと

なる物価水準を下回った場合に、

その分だけ引き下げるというル

ールです。 

◆物価スライド特例措置 
平成 22 年度の年金額の場合、

平成 21 年の物価水準は対前年比

では下落したものの、法律によ

り、これを下回らなければ引き下

げない基準としている「平成 17

年の物価水準」と比較すると、依

然として 0.3％上回っている状況

にあるため、法律の規定に基づい

て、平成 22 年度の年金額は据置

きとなったのです。 

 

 

雇用保険法等の一部を 

改正する法律案 
 
◆施行は４月１日の予定 
改正雇用保険法案（雇用保険法

等の一部を改正する法律案）が今

国会で成立の見込みとなってい

ます。主な改正点は、「雇用保険

の適用範囲の拡大」と「雇用保険

二事業の財政基盤の強化」の２つ

であり、施行日は４月１日の予定

です。 

◆「雇用保険の適用範囲の拡大」 
（１）非正規労働者に対する適用

範囲の拡大 

雇用保険の適用基準である「６

カ月以上の雇用見込み」が「31

日以上の雇用見込み」に緩和され

ます。 

（２）雇用保険に未加入とされた者

に対する遡及適用期間の改善 

事業主が被保険者資格取得の届

出を行わなかったために未加入と

されていた者のうち、事業主から雇

用保険料を控除されていたことが

給与明細等の書類により確認され

た者については、現行の「２年」を

超えて遡及適用されます。 

この場合において、事業所全体と

して保険料を納付していないこと

が確認されたケースについては、保

険料の徴収時効である２年経過後

も、保険料を納付可能とし、その納

付を勧奨します。 

◆「雇用保険二事業の財政基盤の強化」 
（１）失業等給付の積立金からの借

入れ 

雇用保険二事業（事業主からの保

険料負担のみ）の財源不足を補うた

めに、失業等給付の積立金から借り

入れる仕組みが暫定的に措置され

ます。 

（２）雇用保険二事業の保険料率に

係る弾力条項の発動停止 

現行規定では、平成 22 年度の保

険料率は 21 年度と同じく 3.0／

1000 となりますが、弾力条項の発

動を停止することにより、22 年度

の保険料率は原則通りの 3.5／

1000 となります。 

◆企業にとっては厳しい改正 
改正法の施行日は平成 22 年４月

１日の予定です（「遡及適用期間の

改善」ついては公布の日から９月以

内）。雇用保険は、失業者の生活や

雇用の安定を図るためのものであ

るため、今回の改正は当然の措置で

あるかもしれません。しかし、現下

の不況の中、「適用範囲の拡大」等

は、企業にとっては厳しい改正とい

えるでしょう。 

 

 

この助成金は、建設業以外の事

業主で、45 歳以上 60 歳未満の建

設業離職者を公共職業安定所等

の紹介により、継続して雇用する

者として雇い入れた事業主に対

して助成金を支給するものです。 

支給額は次の通りであり、雇入

れから６カ月経過後および１年

経過後に半額ずつ支給されます。 

（１）中小企業事業主…90 万円 

（２）中小企業事業主以外の事業

主…50 万円 

なお、支給申請は、雇入れの日

から６カ月経過日の翌日から１

カ月以内に行う必要があります。 

 

 

会社の経費節減と社員の

モチベーションとの関係 
 

◆インターネットによる調査 
NTT レゾナント株式会社は、

昨年 12 月に、インターネットを

利用した「コスト削減と働くモチ

ベーションに関する意識調査」を

実施し、先頃、その結果を発表し

ました。 

調査の対象は、従業員数 10 名

～299 名の中小企業に勤めてい

る 20 代・30 代の社員であり、524

件の有効回答があったそうです。

ここでは、この調査結果について

見ていきましょう。 

◆どんなコスト削減が行われて

いるか？ 
2008 年秋の世界同時不況以

降、様々なコスト削減の取組みが

各社で行われていると思います

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

が、「あなたの会社でどのような

コスト削減が実施されましたか」

という問いに対する回答（複数回

答）は、次の通りでした。 

（１）コピー費の削減（カラーコ

ピーの禁止、出力自体の抑制等）

…58.8％ 

（２）残業禁止による残業代削減

…41.8％ 

（３）交通費の削減（出張の抑制、

タクシー代削減等）…41.2％ 

（４）交際費の削減（お客様の接

待抑制、禁止等）…34.2％ 

（５）通信費の削減（会社携帯電

話の取りやめ、携帯代金の自己負

担等）…27.1％ 

（６）オフィス家賃の削減（オフ

ィス移転、オフィス縮小等）…

18.9％ 

◆６割以上がモチベーション低下 
また、「コスト削減によって業

務が非効率になったと感じたこ

とがありますか」という質問に対

して「ある」と答えた人は 52.1％、

「ない」と答えた人は 47.9％でし

た。そして、「コスト削減によっ

て働くモチベーションは下がる

と思いますか」という問いに対し

ては、「大変思う」が 22.1％、「思

う」が 39.1％、「思わない」が

31.1％、「全く思わない」が 7.6％

という結果となり、「大変思う」

「思う」を合わせると、６割以上

の人が「コスト削減によりモチベ

ーションが下がる」と感じている

ということになります。 

◆重要なのは「お金の使い方」 
業績が悪いときに「コスト削

減・経費節減」を考えるのは会社

厚生労働省から発表 

された緊急助成金 
 

◆建設業に関連した緊急助成金 
厚生労働省は、「建設労働者緊

急雇用確保助成金」の創設を２月

８日に発表しました。 

この助成金には「建設業新分野

教育訓練助成金」と「建設業離職

者雇用開発助成金」の２種類があ

りますが、前者は「建設事業主」

を対象としたもの、後者は「建設

業以外の事業主」を対象としたも

のとなっています。 

◆建設事業主を対象とした「建設

業新分野教育訓練助成金」 
この助成金は、建設労働者の雇

用を維持しながら、建設業以外の

事業に従事するために必要な教

育訓練を実施した中小建設事業

主に対して助成金を支給するも

のであり支給額は次の通りです。 

（１）教育訓練の実施経費の３分

の２（１日当たり 20 万円。60 日

分を限度） 

（２）教育訓練を受講した労働者

の賃金に対し、１人につき１日

7,000 円（上限。60 日分を限度） 

なお、教育訓練を開始する日の２

週間前までに、労働局等に訓練計

画を届け出る必要があり、支給申

請は、教育訓練が終了した日（賃

金締切日が定められている場合

は直後の賃金締切日）の翌日から

１カ月以内に行う必要がありま

す。 

◆建設業以外の事業主を対象とした

「建設業離職者雇用開発助成金」 

平成２２年 3 月号 

 

  


